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台湾協会による世界植民地研究

The world colony research by Taiwan society

松田吾郎*
Yoshiro MATSUDA

明治31年(1898)に東京で成立した台湾協会が発行した機関誌『台湾協会会報』 (明治31年10月-40年1月発行)所載の

世界植民地研究関係の論文の内容と特徴を明らかにしたo中村純九邸と河合弘民は世界の植民地を分類し、植民地台湾の

進むべき方向性を提示した。中村は台湾を開発的植民地であるとし、河合は栽培植民地と規定した。両者、表現は異なる

ものの、内容はほぼ同じことを指しており、台湾では日本人移民を基本として経営すべきではなく、官僚、商人等の政治

的・経済的経営者の移住のみでよく、むしろ、資本を投下し、台湾人農民・労働者を用いて殖産興業を行うべきであると

いう提言であった。後の日本政府・台湾総督府の台湾経営は基本的に中村・河合の提言通りに進んだということを明らか

にした。
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はじめに

日本が日清戦争後、台湾・子彰湖諸島を領有し、その統

治を始めたのが明泊28年(1895 5月からであった。初

代台湾総督が樺山資紀(1895年3月-96年6月)、民政長

官が水野道1895年5月～97年7月)であった。その後、

総督は桂太郎(96年6月-lo員)、乃木希典(96年10月-

98年2月)、民政長官は曽根静夫(97年7月～98年3月)と

続き、台湾統治が進みつつあった。しかし、台湾におい

ては当初、台湾民主国の独立運動がおこり、また「土匪」

と呼ばれる人々による抗日運動が頻発し、さらにマラリ

ア等の風土病その他の困難な条件が待ちうけていた。一

時は日本の帝国議会で1億円でフランスに売却しようと

いう「台湾売却論」まで出ていた(1)。さらに、台湾財政

は収入が支出を大きく下回り、毎年国庫補助を受けてお

り、日本政府にとって台湾統治は頭の痛い存在であった。

このような状況下、第四代総督に児玉源太郎(明治31

年<1898>2月-39年<1906>4月)、民政長官に後藤新

辛(98年3月-1906年11月)が抜擢された。この児玉・

後藤の二人が殖産興業、社会資本の整備等、台湾統治の

基礎を築き、明治37年(1904)に国庫補助を受けずにす

むという、所謂、台湾財政の独立を達成したことは周知

の事である。 (2)

さて、児玉・後藤時代が始まった明治31年(1898) 4

月に日本で台湾協会が成立した。

この協会の前身は水野適等が作っていた社交的倶楽部

の「台湾会」、官民有志からなる「台湾協会」、 「宮遊

者」 ・ 「支那通」から成る「台湾協会」が明治31年4月

16日に福島安正、水野連、大倉喜八郎、横山孫一郎、長

田忠一、大久保利武等によって東京の芝公園内の紅葉館

で第一回会合が開かれ、台湾協会が成立した。会員は台

湾と関係を有する官民有志からなり、役員も選ばれた。

初代会頭が桂太郎(明治31年1月～33年12月まで陸軍大

臣、 34年6月-39年1月まで内閣総理大臣)、幹事長が水

野遵(貴族院議員)、会計監督が大倉喜八郎であった。

その他、評議員として伊滞修二(元台湾総督府学務部長)、

岩崎頚之助(三菱資本)、三井八郎右衛門(三井資本)、

渋沢栄一、益田孝(三井資本)等、台湾と関係をもつ官

民・資本家からなっていた(3)。明治32年(1899) 2月当

時、賛助会員120余名、普通会員1000名、原資金は寄付

による5万3000余円であった。 (4)

同32年(1899 2月29日には児玉源太郎総督、石塚英

蔵民政長官代理、村上台北県知事、木越陸軍参謀長等が

出席して台湾支部が成立した。当初、会員は700名であ

った(5)

同年5月28日に東京で第一次総会が開かれ、 11名の名

誉会員が推薦された。その中には山県有朋、伊藤博文、

西郷従道、松方正義、大隈重信、樺山資紀、板垣退助、

高島柄之助、桂太郎、乃木希典、児玉源太郎がいた。ま

さに政府の枢要人物が入って台湾協会を応援していた(6)

台湾協会はその目的が「毒酒二関スル諸般ノ事項ヲ講

究シ、垂湾ノ経費ヲ稗補スル」 (「台湾協会規約」第1条)

こと、及び「毒酒ノ真相ヲ開発スル」 (同第2条第1項)

(7)ことで、日本の台湾経営に役立つ情報、政策を日本内

外の人士に知らせ、台湾統治に理解を深め、積極的に台

湾経営への参加を促すための組織、所謂、 「植民協会」

であった。

同協会の規約の附則に「合報ハ毎月一回費兎シ、講談
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食ノ成蹟及ビ諸般講究紹介ノ結果、本合ノ状況等ヲ報告

ス」とあり、協会では機関誌『台湾協会会報』が発行さ

れた。明治31年(1898) 10月20日に第1号が発行され、

明治40年(1907) 1月の第100号まで続いた。

その後は日本の海外進出が朝鮮、 「満州」、中国へと進

展したために、明治40年2月に台湾協会は東洋協会に、

機関誌も『東洋時報』と名称を変更し、継続した(8)

上沼八郎氏は『台湾協会会報』全100号を分析され、

前半期(明治31年-35年)は先進植民本国の先例を学ぶ

記事が多く、中期(明治35年前後)は財政独立をめざし、

島内産業、金融、交通に関する記事が多く、後半期(明

治35年-40年)は大陸への新たな展開をめざす記事、

「土匪鎮圧」、 「理蕃対策」の記事が多いと述べられてい

る(9)

さて、本稿の目的は同会報所載の先進植民本国の先例

をまなぷ記事を分析し、台湾経営に如何なる提言をして

いたのかという点を明らかにしたいということである。

その中心となる人物は中村純九邸と河合弘民である。中

村は台湾総督府の官僚であり(10)、その立場からの発言

と考えられる。河合弘民(1872-1918)は歴史家(東京

帝国大学文科卒業の文学博士)で、 『台湾協会会報』編

集主任となり、同報には19回にわたり、記事を載せた。

特に、世界の先進植民地の先例を紹介し、執筆は『東洋

時報』まで続く。明治40年(1907)東洋協会専門学校京

城分校の教頭となり、朝鮮史研究を深めた人物である。
(u

以下、第I章では『台湾協会会報』における世界植民

地関係記事の概要を紹介し、第Ⅱ章では中村純九部の植

民地論、第Ⅲ章では河合弘民の植民地論を明らかにし、

『台湾協会会報』に見える台湾協会の世界植民地研究の

特徴と意義をまとめたい。

第I章『台湾協会会報』における世界植民地関係記事

『台湾協会会報』から世界植民地関係記事を拾つ'てみ

ると、 (1)ドイツの植民政策に関するもの、 (2)オラ

ンダの植民政策に関するもの、 (3)フランスの植民政

策に関するもの、 (4)イタリアの植民政策に関するも

の、 (5)イギリスの植民政策に関するもの、 (6)アメ

リカの植民政策に関するもの、 (7)その他の植民地に

関するもの、 (8)植民地の比較に関するもの、及び世

界植民地政策の特徴を述べたもの、 (9)台湾植民地政

策を述べたものに大別できる。

(1)ドイツの植民政策に関するものは、 「濁逸植民政策」

(文学士河合弘民、第5、 6号)、 「曙州湾青島濁逸植

民地」 (台湾総督府通信局長鹿小木子五郎、第40号)、

「曜州湾の縫営」 (第45号)、 「燭逸の殖民政策」 (第49

早)、 「輝州湾視察に裁て」 (森孝三、第89、 90号)が

*JV9

(2)オランダの植民政策に関するものは、 「和蘭植民政

策」 (河合弘民、第7、 8、 10、 13号)、 「蘭領爪畦植

民制度」 (第15号)、 「蘭領爪畦」 (第30号)がある。

(3)フランスの植民政策に関するものは、 「偶国植民地

防禦策」 (第10、 12号)、 「悌国植民政策」 (河合弘民、

第14、 15、 16号)、 「偶国殖民政策一斑」 (第25号)、

「悌国植民の維持費」 (第30号) 、 「悌領東京の浮遊談」

(中村純九邸、第33号)があり、また、 「偶因植民政策」

(第60号)がある。

(4)イタリアの植民政策に関するものは、 「以太利植民

政策(以太利殖民)」 (河合弘民、第18号)がある。

(5)イギリスの植民政策に関するものは、 「緬旬の行政

一斑(縮旬に於ける行政)」 (第20号)、 「印度の対英国

貿易」 (河合弘民、第22号)、 「英国南阿特許会社」 (河

合弘民、第23、 24号)、 「節句に於ける税制及土地制度

(緬旬の税制及土地制度)」 (第23号)、 「英領錫蘭」 (第

24号)、 「馬来半島に於ける英領殖民地(マレ-シアに

於ける英国植民)」 (第27号)、 「英国の植民学校」 (第

38号)、 「新東城の政治機関」 (覆審法院判官高田富蔵、

第47、 48号)、 「馬尼刺に於ける薬巻煙草製造業の概況

(馬尼刺菓巻煙草製造会社の状況)」 (台湾総督府農商

課長横山壮次郎、第48、 49号)、 「ジブラルタル軍港問

題」 (台湾総督府土木局長長尾半平、第49号)、 「印

度濯瀧事業」 (台湾総督府技師、工学士徳見常雄、第

49号)がある。

(6)アメリカの植民政策に関するものは、 「フイリッピ

ンの財界(フイリッピンに於ける財界)」 (第24号)、

「非律賓群島政府の行政庁」 (第38号) 、 「比律賓の貿易」

(第92号)がある。

(7)その他の植民地に関するものは、 「南洋植民地雑感」

(台湾総督府技師新渡戸稲造、第45、 46号)、 「慕斯尼

亜の農政」 (新渡戸稲造、第55、 56号)、 「アルゼリー

に於ける土人教育」 (台湾総督府警察官及司獄官練習

所教官森孝三、第69、 70号)がある。

(8)植民地の比較に関するもの及び世界植民地政策の

特徴を述べたものは、 「植民地と外国貿易」 (第15号)、

「植民行政学校」 (第22号) 、 「所謂三大世界帝国と植民」

(第24号)、 「植民の性質(殖民地の性質に就て)」 (台

湾銀行頭取、法学博士添田寿-I-、第28、 29号)、 「植

民地と土人兵」 (第29号)、 「植民談」 (添田寿一一、第32

早)、 「巴里博覧会に於ける各国植民地の設計に就て」

(人見一太郎、第31、 32号)、 「欧州に於ける植民協会」

(第39号)、 「爪畦の糖業と錫蘭の茶業」 (横山壮次郎、

第46、 47号)、 「英猫悌属領地に於ける立法制度」 (法

学博士岡松参太郎、第50、 51号)、 「欧米見聞談」 (中

村是公、第57、 58号)、 「殖民と学術研究」 (森孝三、

第68号)がある。
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(9)台湾の植民地政策を述べたものは、 「植民学上に於

ける台湾」 (中村純九邸、第4号)、 「台湾の経済界」

(河合弘民、第11号)、 「台湾の将来」 (後藤新平、第16

守)、 「台湾に於ける植民政策」 (衆議院議員竹越与三

郎、第73号)、 「日本の殖民力」 (倫敦タイムス所載、

第75号)がある。

以上の世界植民地研究の内容分析については、別稿に

回し、本稿では特に、台湾の植民地政策について述べた、

中村純九邸、河合弘民の議論を検討したい。竹越輿三郎

については、イギリスの植民地における特許界会社に倣

い、台湾でも「生蕃地特許会社」の設置案を出している

が、その後、台湾総督府は全くその実を取り入れておら

ず、本稿の検討からはずした。

第Ⅲ章中村純九郎の植民地研究

中村純九邸は『台湾協会会報』第4号(明治32年<

1899>1月)に「植民学上に於ける台湾」という文章を

著した。以下、その概要を紹介しよう。

植民の語義について、植民とは「コロニゼ-ション」

の翻訳であり、原意は「故国を去て他方に移住するの意

味」であるが、ヨーロッパでは植民経営、事業が発展す

るにつれ、 「コロニゼ-ション」の意味も広くなってい

る。 「開明園の国民が未開の土地若くは未開或は半開の

人民に封して文明を扶植するの事業を名づけて植民とは

言ふなり」といい、 「即ち土地に就ては其利源を開費す

るを謂ひ、人民に就ては其人民を誘導化育して徳樺に漏

はしむるを謂ふなり」と述べ、 「開明圃」が「未開」、

「半開」の人民に「文明を扶植」する事業とした。

「植民」の狭義の概念は「民を殖やし又は植ゆる」と

いう意味で、 「我新領土毒潜の如きは植民地に非ず」と

の説もあるが、中村はむしろ上述のように、 「植民なる

語は今少し虞義に解するを以て妥嘗なり」と考えた。

さらに、 「欧羅巴に於ては植民撃は-科の草間」とな

っており、フランスでは1889年頃より各大学の法学士試

験問題の選択科目中に「殖民制度」と言える--科目を加

えていたOまた、パリの「有名な政治及経済撃校」にお

いては「今より二十五年前1874年頃-松田註)より、

彼の著名なる経済撃者ポーリュ-氏が植民撃の講義を櫓

普」し、また「偶蘭西には植民省の直轄撃校として巴里

に植民撃校」があり、法学士、文学土等で植民地の官吏

になろうとするものが入学を志望し、彼等に植民学を教

授していたことを紹介しているL,

次に世界の植民地を五つに大別し、その特徴を述べて

いるO

第一は商業的植民地であり、イギリス領の香港、シン

ガポー・ル等交通の要地で、 「通商の支店貿易の取次所」

を目的とする植民地であるO

第二は海軍兵略的植民地であり、イギリス領のジブラ

ルタル、アデン等海軍の根拠地・策源地としての植民地

である,

第三は開発的植民地であり、イギリス領インド、フラ

ンス領インドシナ(東京)、オランダ領のジャワ、スマ

トラ等であり、 「其土地の利源を開杏する」目的の植民

地である。

第四は農業的植民地(或いは栽培的植民地)であり、

フランス領中央アメリカの植民地、スペイン領キューバ

等であり、 「母国人が開墾の資本を卸して努力は支那人

亜非利加入を使用し専ら甘煮煙草等の特産物を栽培すア

ンチ-ユ群島」のような植民地であるO

第五は移民的植民地であり、イギリス領カナダ、オー

ストラリア等であり、 「人民稀疎にして之を拓殖するに

は他国より多教の人民を移植せざるべからざる性質のも

の」で、 「植民撃上の所謂母図本閲の気候と植民地の気

候と同一若くは相類似するの風土」にある所である。し

かし、イギリス領インドは熱帯であるから、イギリス政

府は少数の軍隊、官吏、商人を移して、イギリス政府は

統治権を行使し、商民は利益と開発を行っている、と述

べる。

中村純九邸は世界の植民地を以上の五つに類別し、そ

して「植民経費に着手するには濁り植民地の性質を知る

のみならず、又翻って本圃の国柄をも考へざるべからず」

と述べ、この性質をよく考えないで失敗した植民事業の

例をいくつか挙げた。例えば、オランダの北アメリカ植

民事業であるが、オランダは移民をする程、人口を有せ

ず、建設したニューアムステルダムもイギリスに奪われ、

ニューヨークとなった例、ドイツがアフリカ東海岸のザ

ンジュヴァール、カメルンで行った植民事業は「炎熱」

の気候のために失敗に終わった例を挙げている。

そして、日本の台湾における植民事業については、台

湾は「半熟帯地」であり、面積は九州にほぼ近く、人口

270余万人(「支那人」 260余万人、 「生蕃人」 10万人、内

地人1.6万人)、田野の開け方は47万余町歩で、各々九

州の約半分である。また、 「支那人」の住む土地は内地

人が拓殖に着手する余地がなく、開発的植民地とするべ

きであるとし、ただ「生蕃人」の住む山地は移民的植民

地にすべきであるとする。気候の同化については、即ち、

日本人の移民は山地を除き、不可能であるとする。

次に植民地政治方針について、植民学上から三つに分

類したO第一は「制服政客」とし、 「植民地を全く本圃

の奴隷の如く本圃に服従せしむるもの」であり、スペイ

ン、オランダ等が取っている主義であるとする。第二は

「自治政略」とし、本国は植民地に「自立日管の出来得

る迄に費達せしめ」、 「干渉の不必要なるに至りては之を

して自治せしむる」ものであり、イギリス領植民地がこ

れにあたるとする。第三は「統一政略」とし、 「本圃と
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植民地とは元来同一国家の一部」であり、 「内地の府解

の如く行政の法律も絶て内地同様の政客を行ふ」もので、

フランス領植民地がこれにあたるとする。

この三類型に対して、中村は第二の「自治政略」とす

るか、第三の「統一政略」とするか、 「植民撃上の研究

を要すべき問題」であるとして結論は述べていない。

第Ⅱ章河合弘民の植民地研究

第I章でも明らかなように、河合は『台湾協会会報』

上に世界の植民地政策・事業に関する多くの文章を載せ

ている。その中で「台湾の経済界」 (同会報第11号、明

治32年<1899>8月)が彼の植民政策に関する考え方を

よく示すものであり、以下、紹介したい。

まず、 「毒酒は元釆植民撃上に於て如何なる種類の植

民地であると云ふ事を知らねばならぬ」とし、植民地を

四つに分類し、台湾がいずれに属するかを述べた。

四類型とは、第一は商業植民である。即ち、商業を目

的とした植民である。被植民国側は「商業の通路に苦ら

ざる可からず」、 「其近連の民富有ならざる可からず」と

いう二つの条件を有し、一方、植民国側は「資本豊富な

らざる可からず」、 「海軍力蛍盛ならざる可からず」とい

う二つの条件をもつものであるとする。その例は香港、

シンガポール、太平洋上のイギリス、フランス、ドイツ

の植民地である。

第二は農業植民である。即ち、農業を目的とした植民

であるので、農業労働者、農民の移住を要する。被植民

国側は「其土地贋大にして地味沃儀ならざる可からず」、

「人口稀薄ならざる可からず」、 「風土気候本圃と類似な

らざる可からず」という三つの条件を有し、一方、植民

国側は「人口翌富ならざる可からず」という条件を備え、

その内容は「資本の植民」か「努働の植民」の二つの要

素に分かれていた。この農業植民の例はイギリスやフラ

ンスの植民地があたり、カナダ、オーストラリア、南米

で行われている植民のことであるとする。

第三は栽培植民である。これは英語の「コロニー、オ

ブ、プランテーション」の翻訳であり、 「其意味は特殊

の農産物を栽培する植民と云ふ義で、前の農業植民とは

大に異て居ります。其評は--特殊の農産物--熱帯地

方に特生する農産物、即ち、蜘排∴砂糖等を指す者」、

「他の地方に於ては此等の農産物は栽培することが出来

ない」、 「熱帯地方の植民地に於ては他の植物を栽培する

事を止めて此等の特殖植物を栽培せねばならぬ」、 「ツマ

リ熱帯地植民」である。 「農業植民に在ては之に移住し

まする」が、 「栽培植民に在ては左様ではない。多くは

一時の出稼的の者たるに加て其移住者の教も甚だ少い」.

「農業植民には其移住する者は多く農業努働者」である

が、 「栽培植民では---母園より釆る者は資本家許りで

勢働者は誠に少い、響ひ来るとしても土人努働者の監督

指揮を為る位のものである」。従って、農業植民とは区

別して栽培植民としているO被植民国側は「地味里鏡に

して物産豊富ならざる可からず」、 「特有物産を有して居

る」という二つの条件をそなえ、植民国側は「資本鏡多

ならざる可からず」、 「労働者を得る容易ならざる可から

ず」という二つの条件を備えていなければならないとし

た。この例は西インド諸島の砂糖植民地、ジャワ、メキ

シコなどがあたるとする。

第四は政治的植民である。 「政宮上の目的を達する烏

め、即ち、自国の領域を保護する篤め、或は封手園と権

衡を維持する鵠め設くる者」であるとするO

河合は世界の植民地を以上の四類型に分類し、台湾が

どの類型に属するかについて次のように述べている。台

湾は第-の商業植民としては適さない.何故なら東洋の

貿易の中心は香港、上海であり、台湾は支線にあたり、

さらに、台湾は港湾に乏しく、大なる購買力も持たない

からである。第二の農業植民にも適さず、第四の政治植

民でもない。何故なら、台湾には「生蕃界」 「森林界」

を除き、内地人を多分に入れる余剰の土地がないこと、

内地人は台湾人に比べて労働者としては体力が劣ること

をあげている。即ち、台湾は第三の類型の「栽培植民に

屈せねばならぬ」とする。その理由は、台湾は地味が豊

かで、米は年に二回とれる。また樟脳、砂糖、茶などの

特有産物がある。労働賃金が低廉で、労働者を容易に得

られるからである、と述べている。

おわりに

『台湾協会会報』の中村純九邸、河合弘民の植民地研

究を細介したが、中村は、台湾は基本的に開発的植民地

であるとし、河合は栽培植民地であるとする。両者は、

表現は異なるが、内容はほぼ同じであり、日本から台湾

への移民は少なくてよく、官僚、商人等の経営者で十分

で、資本を持ちこみ、台湾人労働者を用いて開発を行い、

米、樟脳、砂糖、茶の生産を行うべきであるとするO

その後の日本の台湾経営を見ても、基本的には中村純

九邸、河合弘民の植民地論上に推移したと言ってよいで

あろう。

即ち、児玉源太郎、後藤新平の台湾政策も農業移民は

ほとんど奨励せず、内地資本家による投資、経営、台湾

人労働力を用いた殖産興業策であった。
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